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７月・保健目標 

夏を元気に過ごそう 

  

６月の中旬からの猛暑で、熱中症が心配されます。６月の保健だよりに載せたように、熱中症指数

（WBGT）が基準値を超えた場合は、運動中止としています。６月にすでに校庭での外遊び中止が数回あ

りました。水筒があると水分補給がこまめにできて、熱中症予防につながります。水筒を持たせていない

ご家庭は、持たせていただくようお願いします。 

 また低学年で、おなかの調子を崩しお休みするお子さんが続きました。おなかの風邪の予防方法は、手

洗いです。１学期残りの授業日数 16日です。健康に気を付けて過ごしてほしいです。 

健康診断結果 

定期健康診断の結果ですが、尿検査 2次の結果を待ってお返しします。もうしばらくお待ちください。

なお「健康診断のお知らせ」をもらった場合、受診後に提出していただいていますが、集計データの都合

上「健康診断結果」の用紙には反映されていません。ご承知おきください。 

 

虫刺され  

 ぶよ（ブユ）のような毒虫による虫刺されが、多く見られま

す。休みの日に公園で刺されるケースや時には、学校の校庭で刺

されるケースもあります。腫れてかゆみが強く長引くことがあり

ます。かゆみで授業に集中できなくなるなど日常生活に支障が出

てしまいます。皮膚科を受診するか薬局で相談するなど早めの対

応が良いです。 

 

保健給付関係 

〇独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害給付 

学校の管理下における児童の災害に（けがなど）対し災害共済給付金が支払われます。窓口支払い 3割負担で

１５００円以上が対象となり、マル子などの医療券と併用できません。 

〇学校災害賠償補償保険 

上記のスポーツ振興センター基準に準拠し 6日以上の通院 1日以上の入院のものが対象となります。 

〇医療券の配布について 

要保護・準要保護の世帯に以下の疾病に対し治療が生じた場合医療券が配布されます。 

(１) トラコーマおよび結膜炎 

(２) 白癬・疥癬・膿痂疹（水虫・とびひなど皮膚の感染症） 

(３) 中耳炎 

(４) 慢性副鼻腔炎およびアデノイド 

(５) う歯（むし歯） 

(６) 寄生虫病（アタマジラミは除く） 

 

ほけんだより 

https://www.taka.co.jp/tada/detail.php?id=248&cid=4&cid2=13
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


〇学校生活管理指導票の発行費について 

準要保護に認定され学校生活管理指導票の発行を受けた場合、（マル子・マル親の助成は対象外）発行に係る費

用が支給されます。 

 

いずれも養護教諭が窓口となっています。ご利用、お問い合わせなどありましたらお申し出ください。 


